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１．平成１８年度第５回検討委員会のまとめ 

平成１８年度委員会のまとめ                             

   ＜開発の方向性と開発の可能性＞ 

平成 18年度の岸和田丘陵地区整備検討委員会において検討された結果として、第 5回委員会において、

検討地区における、開発の方向性と開発の可能性が以下のようにまとめられた。 
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２．土地利用ゾ－ニング検討の提案  

第５回検討委員会丘陵地区整備計画ゾーニング検討の提案                      

開発の方向性を踏まえ以下に示す条件を指標として、開発の可能性毎に土地利用の方向性を解析する。 

 

◆ ゾーニング区分 

ゾーニング区分としては以下の４通りの区分を検討する。 

 

① 現況地形を活かしたゾーン 

② 業務系ゾーン 

③ 農業系ゾーン 

④ 住宅系ゾーン 

 

 

◆ 検討条件と基本的な土地利用ゾーニングの方向性 

 以下にあげる４つの指標を踏まえて、ある程度のまとまり毎に土地利用の方向性を検討する。 

 

① 地形：宅地や農地の造成をする場合の費用対効果や効率性について判断する。 

 

自然条件として、別紙「地形図（標高図）」、「地形図（傾斜度）」により本地区の地形特性を判断す

ることとなります。 ⇒図面１枚目、図面２枚目参照 

 

特に「リスク」の少ない開発の実行には費用対効果分析が必要であり、これを判断する材料として

傾斜度があります。傾斜度に関しては、開発の可能性・造成費用等についての指針があります。 

 

ａ）宅地造成標準 

表 「地形の勾配もしくは傾斜度と都市開発の可能性」 

勾配もしくは傾斜度 
区 分 

勾 配 傾 斜 度 
適 用 

 山地 40％以上 20 度以上  都市住宅開発不可 

 丘陵地 Ａ 30％～40％ 15 度～20 度  都市住宅開発不適 

 丘陵地 Ｂ 10％～30％ 5 度～15 度  住宅開発の限界 

 平坦地 10％以下 5 度以下  都市住宅開発一般に適する

 低湿地       

  出典：「都市の土地利用計画のたて方」都市のガイドライン作成調査報告書（社団法人）日本都市計画

学会）昭和55年5月 

 

 

ｂ） 宅地造成費用 

 東京国税局管内（平成18年分財産評価基準書） 

表  傾斜地に係る宅地造成費用相当額 

傾斜度 指数 備考 

平坦地 ― 
計算例：敷地 400 ㎡、 

1m 盛土、側方 3面 土止擁壁 

3 度超～5度以下 100 

5 度〃～10 度〃 173 

10 度〃～15 度〃 239 

15 度〃～20 度〃 386 

指数は3度～5度の金額を100とし

た場合 

 

ｃ）「傾斜地に係る農地造成費用相当額」 

表  傾斜地に係る農地造成費用相当額 

傾斜度 指数 備考 

平坦地 ― 総務省通知参考、盛土 1ｍの場合

5 度以上～10 度未満 100 

10 度以上～20 度未満 207 

20 度以上 326 

指数は 5 度～10 度の金額を 100

とした場合 

出典：平成 13 年度調査研究（財）資産評価システムセンター 

 

※今回の土地利用評価における傾斜度の取扱いについては、 

①開発の可能性は１５度が限界。 

②平坦地と各傾斜度との造成費用の対比 

（宅地・農地：平坦地の造成費に比べ傾斜度１０度以上でだいたい倍額になる。） 

以上の条件を考慮し、傾斜度１０度以上は開発に不適として、検討を進めることとした。 

 

② 基盤施設整備状況：特に住宅地や業務系用地は、道路整備による交通アクセス性の良否が重要 

な要素となることから、これらについて判断する。 

 

社会条件として、別紙「幹線道路からの交通アクセス図」により本地区の地域特性を判断すること

となります。 ⇒図面３枚目参照 

 

③ 現況土地利用：特に営農状況を考慮し判断する。 

 

自然条件として、別紙「水系と流域図」、「土地利用現況図」により本地区の地形・地域特性を判断

することとなります。 ⇒図面４枚目、図面５枚目参照 
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④ その他：周辺との連携、広域的な位置等を考慮する。 

 

社会条件として、「生活施設への交通アクセス図」により本地区の地域特性を判断すると共に自然

条件としての「蜻蛉池公園」や「神於山自然再生区域」の影響、社会条件としての「道の駅構想」等

の影響を判断することとなります。 ⇒図面６枚目参照 

 

 

◆ 土地利用評価をするための条件図作成 

１）現況地形を活かしたゾ－ン ⇒図面７枚目参照 

  ①適用条件 

 原則的に造成しないで現況地形を保全すべきと考えられる場所 

・ 貴重な植生が自生していたり、貴重な生物が営巣したり餌場としているところ。 

・ 営農活動に利用されている溜池。 

・ 既存の墓地や神社等の周辺。 

・ 景観的に保全すべき地形。 

・ 急傾斜地。 

 

  ②評価基準 

＜ 地形･･･標高、傾斜 ＞ 

■評価基準：地形 

 ・評価ランクⅠ：傾斜度 10 度以上の土地（10 度未満の土地でも 10 度以上の土地とまとまりの 

ある場合は一体で評価） 

 ・評価ランクⅡ：傾斜度 10 度以上の土地と連続する傾斜度 10 度未満の土地 

 

＜ 現況土地利用 ＞ 

■評価基準：現況土地利用 

 ・評価ランクⅠ：ため池 

 

  ③条件図 

＜自然条件＞ 

・地形条件：  土地の標高  …別紙 地形図（標高）参照 

・地形条件：  土地の傾斜  …別紙 地形図（傾斜度）参照 

 

 

 

 

 

 

２）業務系ゾ－ン ⇒図面８枚目参照 

  ①適用条件 

 業務用施設用地として一般的に求められる要件 

・ まとまりのある平坦な敷地が確保しやすいエリア。 

・ 広域幹線道路とのアクセス性が高いエリア。 

・ 既存のライフラインからのサービスが比較的容易なエリア。 

・ 住民の生活・活動に発生交通が影響を与えないエリア。 

 

  ②評価基準 

＜ 幹線道路からの交通アクセス ＞ 

■評価基準： 

・評価ランクⅠ：大阪外環状線から 300ｍ（※1.）以内。 

・評価ランクⅡ：岸和田中央線延伸線からの距離 150ｍ以内。 

 

＜ 地形･･･標高、傾斜 ＞ 

■評価基準 

・評価ランクⅠ：傾斜角 10 度未満の土地 

但し、傾斜度分布で小規模な範囲のものは無視した 

 

  ③条件図 

＜社会的条件＞ 

・交通アクセス：幹線道路   …別紙 幹線道路からの交通アクセス 

＜自然条件＞ 

・地形条件：  土地の標高  …別紙 地形図（標高）参照 

・地形条件：  土地の傾斜  …別紙 地形図（傾斜度）参照 

 

３）農業系ゾ－ン ⇒図面９枚目参照 

  ①適用条件 

 農地として一般的に求められる要件 

・ 日当たりが良く、平坦かなだらかな場所。 

・ 水の確保ができるエリア。 

・ 整備された農地がまとまっているエリア。 

・ 既存集落からアクセスしやすい場所。 
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  ②評価基準 

 ＜現況土地利用＞ 

■評価基準：現況土地利用 

 ・評価ランクⅠ：現況が、田、畑の耕作地及び果樹園 

 ・評価ランクⅡ：かつて、田畑の耕作地として使われていた土地（現状原野等） 

 

・既存の農地については既に農業投資が行われ、土壌などの営農環境は現状が良い状況にある。このこ

とから現況農地を評価する。 

・但し低地にあり、耕作放棄地となっているものについても農地として再生可能として評価に加えた。 

 

＜ 地形･･･標高、傾斜 ＞ 

■評価基準 

・評価ランクⅠ：傾斜角 10 度未満の土地 

 

  ③条件図 

＜自然条件＞ 

・地形条件：  土地の標高  …別紙 地形図（標高）参照 

・地形条件：  土地の傾斜  …別紙 地形図（傾斜度）参照 

・地形条件：  水系    …別紙 水系と流域図 参照 

・現況土地利用：現況の土地利用…別紙 土地利用現況図 参照 

 

４）住宅系ゾ－ン ⇒図面１０枚目参照 

  ①適用条件 

 住宅地として一般的に求められる要件 

・ 日当たりの比較的良い平坦地もしくは南斜面。 

・ 騒音、振動、大気汚染の観点から、広域幹線道路に直接面していない。 

・ 周辺に緑豊かな環境がある。 

・ 既存道路にアクセスしやすい。 

・ 中心市街地に近いエリア。 

・ 検討地区周辺の既存集落に近いエリア。 

・ 小学校からの標準通学距離を考慮して、既存小学校から 500ｍの範囲内のエリア。 

・ 既存のライフラインからのサービスが比較的容易なエリア。 

 

  ②評価基準 

＜ 地形 ＞ 

    ■評価基準：地形 

・評価ランクⅠ：傾斜度 10 度未満の土地 

 

 

＜ 生活利便施設―小学校へのアクセス距離 ＞ 

■評価基準：小学校への距離 

 ・評価ランクⅠ：小学校への直線距離 500ｍ以内。 

 ・評価ランクⅡ：小学校への直線距離 500ｍ以上 

 

＜ 住宅地としての静かな環境―道路騒音等からの離隔 ＞ 

■評価基準：幹線道路からの離隔 

 ・評価ランクⅠ：4車線の幹線道路（大阪外環状線）からの離隔距離 100ｍ。 

 ・評価ランクⅡ：2車線の幹線道路からの離隔距離 50ｍ。 

 

  ③条件図 

＜自然条件＞ 

・地形条件：  土地の標高  …別紙 地形図（標高）参照 

・地形条件：  土地の傾斜  …別紙 地形図（傾斜度）参照 

・現況土地利用：現況の土地利用…別紙 土地利用現況図 参照 

＜社会的条件＞ 

・市街地・集落地からの近接性： 中心市街地からの距離、集落地からの距離 

・生活施設：公共公益施設   …別紙 生活施設へのアクセス（小学校、幼稚園、保育所） 

参照  

・交通アクセス：幹線道路   …別紙 幹線道路からの交通アクセス 
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３．土地利用ゾ－ニング別比較表  

 土地利用ゾ－ニング検討の提案内容をまとめますと、以下のようになります。 

 

土地利用ゾ－ニング別比較表 

土地利用ゾ－ニング 

条件項目 住宅系ゾ－ン 業務系ゾ－ン 農業系ゾ－ン
現況地形を活

かしたゾ－ン

検討条件 自然条件・社会条件 条件区分 

５度以下 適 適 適 － 

１０度以下 可 可 可 － 傾斜角度 

１０度以上（急

傾斜地） 
不適 不適 不適 － 

地区内水路 － － 適 適 

地形 

水系 

溜池 － － 適 適 

大阪外環状線 不適 適 可 － 
基盤施設整

備状況 
交通アクセス 

岸和田中央線 可 適 可 － 

現況耕作地 － － 適 － 現況土地利

用 
農地 

現況遊休地 － － 可 － 

中心市街地に近い 適 － 適 － 

既存集落に近い 適 － 適 － 

小学校から５００ｍ以内 適 － － － 

既存ライフライン有り等 適 － － － 

墓地・神社周辺 － － － 適 

貴重な植生・生物 － － － 適 

景観資源 － － － 適 

「道の駅」構想 適 適 適 － 

蜻蛉池公園周辺 適 － － 適 

その他（周辺

との連携等） 

神於山周辺 － － － 適 

 

 

 

○住宅系・業務系・農業系の各ゾ－ンについて 

・住宅系・業務系・農業系の各ゾ－ンについては、工事費（費用対効果）も考慮して、傾斜度１０度を基本

として条件付け（適・可・不適）している。 

 

○基盤施設整備について 

・業務系立地には交通アクセスの確保が必要であるが、住居系では通過交通量が多いような幹線道路（生活

道路は除く）からは離れた方がよい。 

ここでは、住宅系ゾ－ンについて、大阪外環状線（４車線道路）沿線を「不適」、岸和田中央線は生活道路

として「可」と条件付けしている。尚、農業系ゾ－ンについては利用便益を考慮して「可」と条件付けして

いる。 

 

○現況土地利用ついて 

・既存の農地（現況耕作地）については、営農目的等の資本投下が既に行われている。又、現況遊休地につ

いては若干の整備により農地化が可能である。 

ここでは、以上のことを考慮し、条件付け（適・可）している。 

 

○その他（周辺との連携等）について 

・各土地利用ゾ－ンについて、各要素（周辺との連携等）により条件付け（適）している。 

 

 

 

 

 

⇒ 図面１１枚目、図面１２枚目参照 

 

 

 

 


